
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置  

（令和６年４月１日作成）  

 

１  要件  

(1)  令和８年３月３１日までに長期優良住宅の普及の促進に関す  

る法律の規定により、秦野市の認定を受けて新築された住宅  

(2) 床面積  

専用住宅  ５０㎡以上２８０㎡以下  

併用住宅  居住部分の面積割合が半分以上で、かつ  

居住部分面積が５０㎡以上２８０㎡以下  

共同住宅（貸家） １戸当たり４０㎡以上２８０㎡以下  

２  減額される税額および期間  

面積区分  減額される税額  期   間  

１２０㎡以下  固定資産税額の 1／２  ○一般の住宅  

→５年間  

○３階建以上の中高

層耐火建築物である

住宅  →７年間  

１２０㎡を超え  

２８０㎡以下  

１２０㎡相当分の固定

資産税額の１ /２  

３  提出書類  

(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書  

(2) 長期優良住宅認定通知書の写し  

４  申告期限  

新築した年の翌年の１月３１日まで  

５  申告及びお問い合わせ先  

〒２５７－８５０１  秦野市桜町一丁目３番２号  

秦野市役所資産税課家屋償却資産担当  

電話  ０４６３－８２－５１１１（代表）内線 2236・2237・2238 

０４６３－８２－７３９１（直通）  

 

 

※    長期優良住宅建築等計画の認定基準及び認定を受けるため  

の申請手続き等につきましては、秦野市役所建築指導課  

（電話０４６３－８３－０８８３）へお問い合わせ下さい。  


